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要
綱
（
骨
子
）
案

一

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は

一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
（
身
体
に
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
呼
気
一
リ

ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す
る
状
態
そ
の
他
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な

運
転
が
困
難
な
状
態
を
い
う
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

２

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
速
度
以
上
の
高
速
度
そ
の
他
道
路
及
び
交
通

の
状
況
に
応
じ
て
重
大
な
交
通
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
高
速
度
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
速
度
に
準
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

イ

道
路
交
通
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
超
え
る
速
度
で
進
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
最
高
速
度
（
以
下
「
最
高
速
度
」
と
い
う
。
）
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
場
合

最
高
速
度
を
六
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速
度
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ロ

最
高
速
度
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
で
あ
る
場
合

最
高
速
度
を
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
超
え
る
速
度

３

殊
更
に
タ
イ
ヤ
を
滑
ら
せ
又
は
浮
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
進
行
を
制
御
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
て
、
自

動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為

二

ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
、
そ
の
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
、
自
動
車
を
運
転

し
、
よ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
正
常
運
転
困
難
状
態
に
陥
り
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
し
、

人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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